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短期入所生活介護

Ⅰ.Ⅱ.指定基準と新型コロナウイルス感染症における臨時

的な取り扱いについては省略

Ⅲ.報酬

◎短期入所サービスの連続利用・減額

○短期入所サービスの連続利用

【算定基準】注１７

利用者が連続して３０日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合において

は、３０日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活

介護費は、算定しない。

※介護報酬では、３０日を連続算定日数の上限としており、連続３０日を超えた利用

は、全額利用者負担となる。

○長期利用者に対する減額について

【算定基準】注１８

別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、１

日につき３０単位を所定単位数から減算する。

【算定基準留意事項】２(20)

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であ

り、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当

初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価して

いる。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続３

０日を超えて利用しているものに対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続

３０日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることにつ

いては、居宅サービス計画において確認することとなる。

●令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）

【問６７】 連続して 30 日を超えてサービス提供を受けている場合、30 日を超え

2 / 4



る日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連

続利用日数を計算するにあたり、例えばＡ事業所にて連続 15 日間（介護予防）短期

入所介護費を請求した後、同日にＢ事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは近接する

敷地内にない事業所）の利用を開始し、利用開始日を含めて連続 15 日間（介護予

防）短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。

【答】 30 日となる。（介護予防）短期入所生活介護の利用日数は、原則として利用

を開始した日及び利用を終了した日の両方を含むものとされており、連続利用日数の

考え方もこれに連動して介護報酬を請求した日数をもとに算定されるものである。こ

のため、Ａ事業所からＢ事業所に利用する事業所を変更した日については、Ａ事業所・

Ｂ事業所とも介護報酬請求を行うことから、利用変更日は２日と計算される。なお、

上記の事例におけるＢ事業所がＡ事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは

近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が

行われている事業所であった場合は、Ａ事業所は利用を終了した日の介護報酬請求は

できないこととなっていることから、連続利用日数は 29 日となる。

◎緊急短期入所受入加算

【算定基準】

注１５ 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行う

こととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、当該指定短期入所生

活介護を行った日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等や

むを得ない事情がある場合には１４日）を限度として、１日につき９０単位を所定単位

数に加算する。ただし、注１１（認知症行動・心理症状緊急対応加算）を算定している

場合は算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める者

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊

急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者。

【算定基準留意事項】（18）

① 緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。

② 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない

理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、居宅サービス計画において当該

日に利用することが計画されていない者をいう。なお、新規の利用者に限られるもので

はなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象と

なるものである。

③ あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性及
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び利用を認めていること。

ただし、やむを得ない事情により、事後に介護支援専門員により当該サービス提供が必

要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。

④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録

しておくこと。

また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適正な緊

急利用に努めること。

⑤ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れる

ことが困難な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行う

こと。

⑥ 算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受

けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密

接な連携を行い、相談すること。

ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことに

より在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、７日以内に適切な方

策が立てられない場合には、その状況を記録した上で１４日を限度に引き続き加算を算

定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械

的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保

等について、十分に検討すること。

●平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.１）

【問９１】 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者

について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算

は算定できるか。

【答】 算定できない。

【問９６】 緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ

場合はどのように取り扱うのか。

【問９６】 緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して７日を限度とし

て算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場

合に限り、翌月も緊急短期入所受入加算の算定実績に含めて差し支えない。

【問６８】 緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護

老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定で

きるか。

【答】 緊急時における短期入所であれば、それぞれにおいて加算を算定できる。
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